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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
資
金
決
済
法
違
反
外
国
業
者
に
対
応
し
た
公
正
・
公
平
な
競
争
環
境
の
実
現
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
同
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
基
準
日
未
使
用
残
高
（
同
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
日
未
使
用
残
高
を
い
う
。
）
が
千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
、
そ
の
二
分
の
一
の
額
以
上
の
額
の

供
託
等
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
当
該
義
務
は
前
払
式
支
払
手
段
の
保
有
者
の
資
産
を
保
全
す
る
観
点
か

ら
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
予
定
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
科
料
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
裁
判
所
の
職
権
発
動
を
促
す
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、

無
届
出
・
無
登
録
の
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
る

べ
き
事
柄
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
金
融
庁
が
定
め
た
「
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
第
三
分

冊
（
金
融
会
社
関
係
）
�
（
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
関
係
）
）
に
基
づ
き
、
把
握
さ
れ
た
実
態
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
し

一



て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
、
収
集
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
刑
事
事
件
と
し
て
取
り

上
げ
る
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
法
と
証
拠
に
基
づ
き
適
切
に
対
処
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


